
（別紙１） 

令和６・７年度京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業における「東本願寺・西本願

寺エリア」文化芸術作品展示等企画・運営業務委託仕様書 

 

１ 趣旨 

京都府が実施する大阪・関西万博関連事業の大阪・関西万博きょうとアクションプラ

ンのうち「京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業」の一つとして、京都駅北側の

「東本願寺・西本願寺エリア」において、万博を契機として京都を訪れる国内外の方に

対する「おもてなし」として、京都の文化芸術の歴史や京都の“現在”のアートシーンを紹

介する展示等を実施し、より関心を深めていただく機会とする。 

また、文化芸術を活用した本事業が、地域のにぎわいづくりにも寄与するものとする。 

 

２ 委託業務名  

 令和６・７年度京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業における「東本願寺・西本願

寺エリア」文化芸術作品展示等企画・運営業務 

 

３ 契約期間  

 契約締結の日から令和７年 12 月 26 日（金）まで 

 

４ 業務内容  

 本事業において受託者は、以下の（１）～（５）の業務を行うとともに、本事業全体の

統括を行うこととする。なお、業務の実施にあたっては、京都府と十分に協議・調整をす

ること。 

（１） 全体統括等 

以下の（２）～（５）の各業務の実施に当たり、各業務が有機的に連携し、一体的な

ものになるよう京都府及び施設管理者、文化芸術団体等と十分に調整を行い、全体を統

括すること。また、本事業全体を統括する担当者を１名以上配置すること。 

 

（２）事業の企画 

大阪・関西万博を契機に京都を訪れる方の「おもてなし」として、京都の文化芸術の

歴史、や、京都の“現在”のアートシーンを紹介するとともに、京都の文化芸術に対して

より深い関心を深めていただけるよう展示、ワークショップ・ガイドツアー等体験事業

及び東本願寺・西本願寺エリアにおける地域のにぎわいづくりに寄与する事業を企画

すること。なお、経費の一切は委託料から負担すること。 

 

ア 実施場所 

（ア） 概ね南北は JR 京都駅から、五条通、東西は、河原町通及び大宮通に囲まれた範

囲にある歴史的建造物、神社仏閣等を会場として、複数個所で実施するものとする。

（実施場所の詳細は別添①②を参照） 

（イ） その際、地域全体を「面」としてとらえ、各企画が有機的に連携したものとす

ること。 



（ウ） 会場となる場所の確保については、受託者が、各施設管理者と交渉し、本事業

主旨について十分な理解を得た上で、使用の許諾を得ること。 

イ 実施期間 

（ア） 令和７年４月 13 日（日）～10 月 13 日（月）の間において、事業趣旨に沿っ

た効果的な実施時期、期間を検討すること。 

（イ） 上記②（ア）の上記期間中において、オ（ア）に記載する文化芸術団体等によ

る展示を各々5 日間～10 日間（設営・撤去のみの日を除く）、ワークショップ・ガイ

ドツアー等体験事業を各々最低計 2 回以上及び、上記（２）に記載する地域のにぎわ

いづくりに寄与する事業を含め、計４0 日間以上実施すること。 

（ウ） 会場となる場所の事情を踏まえて、安全に実施できる事業スケジュールを検討

すること。 

ウ 展示内容 

 （ア） オ（ア）に記載する各文化芸術団体等に所属する複数の作家を中心にし、原

則 1 会場 10 点以上の作品を展示すること。 

 （イ） サイネージ等デジタル機器を使用した展示も可とする。 

エ 近隣事業との連携 

  上記イ（ア）の期間中に実施される「京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業」

の情報発信拠点をはじめ近隣事業との連携（企画、スケジュール、集客など）を積極

的に検討し、事業の効果を最大限にできるよう調整すること。 

オ 文化芸術団体等との連携 

（ア）本事業の実施にあったっては、以下の文化芸術団体等が事業参画できるよう

に企画提案を行うものとする。 

ａ 京都工芸美術作家協会 

ｂ 京都日本画家協会 

ｃ 京都いけばな協会 

ｄ 京都彫刻家協会 

ｅ 京都現代写真作家展実行委員会 

（イ）事業実施あたっては、上記の各団体等の意向を踏まえて実施すること。 

（ウ） 団体ごとに事業実施時期を調整し、事業全体のスケジュールを策定すること。 

カ 地域との連携 

地域のにぎわいづくりに寄与する事業は、上記（２）アの実施場所（以下、「エリ

ア」という。）内の地域団体、事業者団体などの意見や要望を汲み取り、地元住民同

士、地元住民と訪問者などの関係性を向上させるとともに、エリア内のイベントと

の連携等により、エリア内のにぎわいづくりに寄与できる内容とすること。 

 

（３）事業の運営 

  ア 事業実施に必要な会場確保及び運営業務を行うこと。 

  イ 会場の設営及び撤去にあたっては、施設管理者と十分調整の上、各種安全対策を講

じること。 

  ウ 会場運営（安全管理含む）に係るマニュアルを作成し、運営業務の管理上、適正な

人員を配置し、運営や警備を行うこと。 



  エ 会場運営において英語をはじめとした複数の外国語が堪能な人員を配置すること。 

  オ 会場での配布物や掲示物（WEB 対応可）は、２ヵ国語以上の多言語対応とするこ

と。 

  カ 展示品及び事業参加者、運営スタップ等に対する必要な保険に加入すること。 

  キ 展示において、各文化芸術団体が必要と認める場合は、キュレーターを手配するこ

ととし、展示作品の製作経費以外の経費については、受託者の負担とする。 

  ク その他、各種体験事業を実施する場合、参加者の実費負担分を除き、講師等への謝

金、必要経費については、受託者の負担とする。 

  ケ 事業の参加者に対してアンケートを実施すること。 

  コ 運営事務局を設置し、施設管理者との調整、契約、体験事業等の受付窓口の設置、

地域への説明、連携調整等を行うこと。（事業実施期間中は必置） 

 

（４）事業の広報 

ア エリア内で実施する事業を総合する事業名（通称）の設定及びそれに沿ったビジュ

アルアイデンティティーを策定すること。 

イ 東本願寺、西本願寺及び地域内の事業者などの広報チャンネルや地域のチャンネ

ルの活用をすること。 

ウ 京都の文化芸術にこれまであまり触れる機会がなかった層（例えば若者層）にも関

心をもってもらうことを目的とし、SNS やマス媒体等を活用した広報を行うこと。 

エ 「京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業」の他の業務の受託者との広報連携

を含め、エリア内の事業を集約した広報制作物の企画、編集、製作すること。 

 

（５）報告書の作成 

 受託者は、以下の書類を印刷物各２部と電子データ（Word、Excel、PowerPoint、PDF 

形式）で提出しなければならない。 

ア 事業着手時に以下の内容をとりまとめた報告書を作成すること。 

（ア）実施計画書 

  （イ）工程表 

（ウ）完成イメージ図 

イ 事業完了時に以下の内容をとりまとめた報告書を作成すること。 

 （ア）文化芸術団体等参加団体・事業者との調整記録 

（イ）広報活動に係る実績のわかる記録（写真（画面コピー可）・配布先等） 

（ウ）アンケートのとりまとめ及び分析結果 

（エ）実施計画書に添付された見積書の項目に対する成果物 

（オ）実施状況を撮影した写真 

ウ 上記４（３）ケで実施したアンケート結果を、上記（２）オ（ア）に記載の各文化

芸術団体等へ提供すること。 

 

（６）委託対象経費 

ア 委託業務に従事する者の人件費 

（ア） 賃金 

（イ） 通勤手当 



（ウ） 社会保険料等 

イ 委託業務に要する事業費 

（ア） 広報費   

（イ） 展示等開催準備経費 

（ウ） 会場使用料 

（エ） 備品リース料 

（オ） ＯＡ機器リース料 

（カ） 旅費 

（キ） 消耗品費 

（ク） 印刷製本費 

（ケ） 通信運搬費 

（コ） 謝金 

（サ） 上記以外で府と協議して認められた経費 

   ※ 必要に応じて前金払ができるものとする。 

 

５ 業務完了報告  

事業完了後は、直ちに事業完了報告書を経費内訳や詳細資料を添えて紙媒体及び電子デ

ータで提出すること。 

 

６ 著作権等  

（１）本事業により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデ

ータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等）は、委託者に帰属

する。 

（２）受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しな

いものとする。 

（３）成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」と

いう。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（４）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使

用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

７ 個人情報の取扱い  

委託業務を実施するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律

（平成 15 年法律第 57 号）及び委託契約書の記載事項を遵守しなければならない。 

 

８ 再委託  

（１） 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、受託事業者は、業務をより効果的なものとする目的において、あらかじめ発

注者の承諾を得たときは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法

の決定及び技術的判断等業務の主たる部分を除き、必要に応じて業務の一部を再委託

することができる。 



（２） 受託者は、業務を再委託に付する場合、再委託先ごとに再委託する業務の内容、再

委託先の概要並びにその体制及び責任者について、書面により再委託先との契約関係

を明確にした上で発注者の承諾を得るとともに、再委託先に対して適切な指導、管理

の下に業務を実施しなければならない。 

 

９ その他  

（１） 本業務の実施に当たっては、委託者と連絡を密にし、円滑な業務の遂行に努めるこ

と。 

（２） 委託者が会議等への出席等、業務の要請をした場合には、即応することができる体

制を構築しておくこと。 

（３） 受託者は、契約期間中及び契約期間後において、本業務上知り得た情報を第三者に

漏らしてはならない。 

（４） 業務に支障が生じた場合又は支障の発生が予想される場合には、その要因を分析す

るとともに、委託者と協議の上、積極的に改善に取り組むこと。 

（５） その他、契約書及び仕様書に定めのない事項、細部の業務内容等については、委託

者と協議して決定すること。 


